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5月 の税務 と労務
税/4月 分源泉所得税の納付

5月 10日

税/3月 決算法人の確定申告

(法人税・消費税等) 5月 31日

税/9月 決算法人の中間申告

5月 31日

税/6月 、9月 、12月 決算法人の

消費税等の中間申告

(年3回の場合)  5月 31日
税/個人事業者の消費税等の中
間申告←碍回の場合)5月 31日

国 税/確定申告税額の延納届出に
よる延納税額の納付

5月 31日

国 税/特別農業所得者の承認申請
5月 17日

地方税/自動車税・鉱区税の納付

都道府県の条例で定める日

ワンポイント 宥恕 (ゆうじょ)規定

税法上の特例の適用要件として、申告書の提出や申告書に一定

の書類を添付することが求められている場合等に、申告書等の提

出がなかったときでも、その提出がなかったことについてやむを

えない事情があると税務署長が認めるときには、その後、申告書

等を提出すれば適用を認める規定。

誤つて納
源泉所得

した
の還付
付
税

お尋ねの場合は、この「過誤納金」とな

りますので、貴社は「源泉所得税の誤納額

還付請求書」を納税地の所轄税務署に提出

することにより、税務署長から貴社に過誤

納金が還付されます。

この場合、給与所得者各人からの税務署

長に対する直接の還付請求はできないこと

となっていますので、返還を受ける者に対

しては、貴社から還付 していただくことに

なります。

なお、この還付請求は、誤納の事実が生

じた日から5年間の間に請求 しないと、時

効により請求権が,肖減 します。

次に、納め過ぎた源泉所得税が給与所得

に対するものである場合には、前記の「源

泉所得税の誤納額還付請求書」に代えて
「源泉所得税の誤納額充当属出書」を提出

し、その過誤納金に相当する金額を、届出

書を提出した日以後に納付すべきこととな

る給与等に対する源泉徴収税額から控除す

ることができます。

当社で、源泉所得税額を過大

に納付 していることが判明 しま

した。これは、今年 1月 以降に

行った給与所得の源泉徴収税額の計算に誤

りがあったものです。この誤って納付 した

源泉所得税の違付を受けるには、どうすれ

ばよぃでしょうか。

なお、誤って源泉徴収 した社員の中には、

3月 3司 日付で退職している者もいます。こ

れらの者について、各自に還付請求をさせ

るのでしょうか。

徴収義務者が源泉所得税を誤

って正当税額を超えて納付 した

場合、納付 した金額 と正当税額

との差額 (過誤納金といいます)は 、源泉
徴収税額を納付した徴収義務者に対 し税務

署長から還付するものとされています。
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賃貸用固定資産の取壊し等に
よる資産損失の取扱い

所得税において、賃貸用固定資産の取

壊 し、除却などの資産損失については、

事業的規模か否かにより扱いが異なりま

す。事業的規模の場合は、資産損失の金

額を必要経費に算入できます。 しかし、

非事業的規模の場合は、その年の資産損

失を差 し引く前の不動産所得の金額を限

度として、必要経費に算入することにな

り、他の所得との損益通算ができません。

建物の貸付けが事業的規模か否かは、社

会通念上、事業と称するに至る程度の規

模であるかどうかで判定 します。原則と

して、次のいずれかの基準に当てはまれ

ば事業的規模とされます。

① 貸間、アパートなどは、貸与できる
独立した部屋数が概ね10室以上である

こと。

② 独立家屋の貸付けについては、概ね5
棟以上であること。
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